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弁護士報酬基準(損害賠償請求)

だ い ち 法 律 事 務 所

弁護士 藤 本 一 郎

第１ 着手金

１ 着手金の算定方法

下記の表の通りとします。

死亡・後遺障害等級 基準額(消費税込みの金額)

死亡 １１０万円～１６５万円

１級 ３３０万円

２級 ２７５万円

３級 ２２０万円

４級・５級 １６５万円～１９８万円

６級～９級 １１０万円～１５４万円

１０級～１１級 ６６万円～９９万円

１２級～１４級、等級非該当 ２２万円～６６万円

２ 着手金の支払時期

⑴ 訴訟を提起する事件

訴訟提起の準備が整った時点でお支払いいただきます。

この時点で、自賠責保険金を受領しているので、その中からお支払い頂くこと

になります。

⑵ 示談・交通事故紛争処理センターで解決する事件

報酬金の支払時に合算してお支払いいただきます。

※ 着手金は｢後払い｣としています。ご依頼を頂く時点で、お支払い頂く必要はあり

ません。
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第２ 報酬金

１ 報酬金(一時金賠償)の算定方法

⑴ 下記の表の通りとします。

死亡・後遺障害等級 基準額(消費税を加算します)

死亡 得られた金額の１０％～１５％

１級～９級 (原則１０％とし、事案の難易度を考慮して決定します)

１０級～１１級 得られた金額の１２％～１７％

１２級～１４級

等級非該当

⑵ ｢得られた金額｣の算定方法

｢得られた金額｣には、受領済の自賠責保険金・労災保険金は含みません。

２ 報酬金(定期金賠償)の算定方法

逸失利益・将来介護費などの項目について定期金賠償による解決となった場合、

定期金部分に対する報酬金の計算は、下記の表の通りとします。

なお、一時金賠償に換算した場合に請求しうる報酬金の額を上限とします。

損害項目 基準額(消費税を加算します)

逸失利益 年間支払額×就労可能期間の１／２×１０％～１５％

(原則１０％とし、事案の難易度を考慮して決定します)

将来介護費など 年間支払額×平均余命の１／３×１０％～１５％

(原則１０％とし、事案の難易度を考慮して決定します)

３ 報酬金の支払時期

報酬金の支払時期は、賠償金・保険金が実際に支払われた時点とします。

支払が複数回に別れる場合は、支払の都度とします。

第３ 弁護士費用特約がある場合の特例

弁護士費用特約が適用できる事案では、損害保険会社と弁護士会との間で協定さ

れている支払基準に基づいて、着手金・報酬金の額を算出させて頂きます。

得られた金額の１５％～２０％
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第４ 人身傷害保険金の請求

１ 着手金

無料とします。

２ 報酬金

原則として受領した保険金の５％とし、事案の難易度に応じ、３％～７％の範囲

で協議のうえ決定します(消費税を加算します)。

ただし、損害賠償請求を訴訟によって解決した場合は、報酬金の上限を１０％と

し、事案の難易度に応じて協議のうえ決定することとします。

第５ その他の手続

１ 損害賠償請求をご依頼いただく場合

損害賠償請求をご依頼いただいた場合、以下の対応は無料とします。

① 加害者の刑事手続に関する対応

② 自賠責保険の請求手続(異議申立などを含む)

③ 労災保険の請求手続

④ 障害基礎年金・障害厚生年金の請求手続

⑤ 成年後見手続

２ 損害賠償請求をご依頼いただかない場合

弁護士費用(着手金・報酬金の合計額)は、ご依頼の事案の難易度に応じて、１０

万円～５０万円の範囲において、協議のうえ決定します(消費税を加算します)。

第６ 定期金賠償の特則

逸失利益・将来介護費などの項目について定期金賠償による解決となった場合、

保険会社は、定期的に、被害者の就労・介護などの状況を問い合わせてきたり、変

更を求める訴訟(民訴法１１７条)を提起してくると予想されます。

この場合の対応をご依頼いただく場合の弁護士費用は、第２項の報酬金には含ま

れていません。別途、協議の上、決定させて頂きます。



- 4 -

第６ 実費

１ 実費の負担

事件処理に必要な実費(以下のものが例です)は、依頼者が負担することとします。

① 刑事記録・診療録・各種証明書などの入手費

② 訴訟を提起する際に必要な印紙代・郵券代

③ 交通費

２ 実費の預かり

ご依頼を頂く時点で、実費として３万円をお預かりさせて頂いています。

預かった実費は、事件終了後に精算し、残金を返却いたします。

以上


